
約 1,414 円 約 1,690 円 約 1,960 円 約 2,281 円 約 2,597 円

約 38 円

約 42 円

550 円

100 円

150 円

約 2,294 円 約 2,570 円 約 2,840 円 約 3,161 円 約 3,477 円

※堺市は地域区分が「5級地」であるため、基本報酬単位に10.55円を乗じた金額が料金となっています。

　 端数処理の関係で、誤差が生じる場合があります。

＜保険給付の対象とならない手数料等/各1件(税別)＞　　

 　　診断書・情報提供書3,000円    療養費領収証明書1,000円    その他証明書1,500円

サービス費
（送迎費含む）

670単位/日 801単位/日 929単位/日 1,081単位/日 1,231単位/日

介護老人保健施設　いずみの郷 　利用料金表

★通所リハビリテーション（基本報酬単価に対して地域別加算（5.5％）されています。)

■基本料金　（一日の料金を概算で算出しています。） 利用時間　6時間～7時間

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

教養娯楽費

一日あたりの合計

■その他加算 （※サービス実施された方のみに加算されます。）

入浴介助加算 50単位/日 約106円/日

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 18単位/日　

実
費
負
担

食費（オヤツ含む）

日用品費

中重度者ケア体制加算 20単位/日　

介護職員処遇改善加算 利用合計単位数×4.7%×10.55円×2割

介護職員等特定処遇改善加算

短期集中個別リハビリテーション加算 110単位/回 約232円/回

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ(週2日限度) 240単位/日 約506円/日

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 330単位/月 約696円/月

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ
6ヶ月以内 850単位/月 約1,794円/月

6ヶ月超 530単位/月 約1,118円/月

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ(開始月から3月以内1回/月） 1,920単位/月 約4,051円/月

生活行為向上リハビリテーション実施加算
開始日から3月以内 2,000単位/月 約4,220円/月

開始3月超6月以内 1,000単位/月 約2,110円/月

口腔機能向上加算 150単位/回 約317円/回

重症療養加算(要介護3・4・5、他算定要件あり) 100単位/日 約211円/日

若年性認知症受入加算 60単位/日 約127円/日

栄養改善加算 150単位/回 約317円/回

栄養スクリーニング加算 5単位/回 約11円/回

事業所が送迎を行わない場合 -47単位/片道 約-99円/片道

社会参加支援加算 12単位/日 約25円/日

通所　2割   令和元年10月改定

※上記料金は、1日(回)あたりの目安を表示したものです。1ｹ月の合計で計算した場合、小数点以下の

■オムツ代（1枚あたり）
フラット 　80円 尿とりパット 　60円

パンツ式（M） 170円 テープ式（M） 150円

パンツ式（L） 180円 テープ式（L） 170円

利用合計単位数×2.0%×10.55円×2割

リハビリテーション提供体制加算 24単位/日 約51円/日

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ
6ヶ月以内 1,120単位/月 約2,363円/月

6ヶ月超 800単位/月 約1,688円/月

2割


